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防災行政無線による情報発信
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家族に（自助）
31.9％

友人・隣人に
（共助）28.1％

通行人に（共助）2.6％
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その他　0.9％

連絡調整要員

施設管理責任者

（教職員）
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避難所運営部施設管理部

班長

運 営 部 長
（町会長など）

総　務　班

班長 情報広報班

班長 被災者管理班

班長 安全管理班

班長 食料物資班

班長 救護相談班

班長 衛　生　班

班長 支援活動班

組長 居　住　組

組長 居　住　組

運営副部長

避難所運営会議（代表者会議）

活動班

居住組

活動班とは
班長を中心に、
避難所に必要な
活動を実施する
班のこと

居住組とは
避難者を部屋単
位などで編成し
た組のこと
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震災特集震災特集
地震災害での混乱期のイメージ

自主防災組織
による救助活動

建物の倒壊

一
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時集合場所へ

避難所

避難所に関する考え方避難所に関する考え方

避難所とは…

避難者による「自主運営」が基本

避難者を「一時的避難者を「一時的」」に受け入れる施設に受け入れる施設

「必要最低限の生活」を支援する施設「必要最低限の生活」を支援する施設

「避難を必要とする方」を受け入れる施設「避難を必要とする方」を受け入れる施設
避難を必要とする方とは…
◇住居が被害を受け、居住の場を失った方
◇ライフラインの被害により、日常生活が困難な方
◇避難勧告などにより、緊急避難の必要がある方　ほか

　避難所として使用する施設は、本来は別の用途があります。
避難者の受け入れは一時的なものであり、「自宅へ戻ることが
できる方」や「仮設住宅などへ入居が決まった方」には退所を
促し、施設本来の用途の回復を目指します。

　避難所での支援には限界があるため、避難者の「必要最低限
の生活」のために、必要なことから優先して対応します。
　また、できる限り普段の生活との落差を少なくするための
「配慮」を行います。
◇プライバシーへの配慮
◇熟年者、障害者、女性などへの配慮

　災害が発生したときは、まず、自分の身を守ることが最も重要です。災害に備え、自宅の
安全対策をしておくとともに、身の安全を確保し、生き延びていくために、水や食料などの
備えも必要です。

　家具やテレビなどは転倒防
止金具などで固定しましょう。
特に、就寝中の地震発生に備
え、寝室の家具は優先的に固
定しましょう。

　耐震性を確保することは、死傷者を減
らすだけではなく、その後の円滑な避難
や救助活動にも有効です。

　一人 3日分を目安とした飲料水や食料など
を備蓄しましょう。離乳食や生理用品、ペッ
トのケージなど、家族構成に合わせたものを
用意しておくことも重要です。

備蓄で大事なのは中身備蓄で大事なのは中身

家具類の転倒・家具類の転倒・
落下・移動防止落下・移動防止

自宅などの耐震性自宅などの耐震性
　・耐火性を確保　・耐火性を確保 避難所運営協議会　組織図

防災ホームページをリニューアルしました
　防災に関するホームページがリニュー
アルされ、区民の皆さんが使いやすく、
知りたい内容を探しやすくなりました。
　今後も常に新しい情報をお届けできる
よう、より一層の充実を図りますので、
ぜひ、ご活用ください。 

　ホームページURL
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/bousai/index.html

　災害時には、防災行政無線から正確な情報を
いち早く伝えます。
　放送内容は、☎3652-1284で確認できます。
　また、区ホームページでもお知らせします。

「地域防災計画」を閲覧・購入できます「地域防災計画」を閲覧・購入できます
　防災危機管理課（区役所 5階 1番）、各事務所・図書館で閲
覧できます。また、防災危機管理課で本冊・資料編を 1セット
2000円、概要版を 1冊400円で販売しています。

初期消火・人命救助 避難者の安全確保 活動態勢整備
6時間発災 72時間

　避難所を円滑に運営していくため、平常時から学校、区民、区
職員で「避難所運営協議会」を設置・運営します。協議会では、
訓練などを通じて相互の連携や施設およびそれぞれの役割の確認
を行い、災害時に備えていきます。

東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼市の避難所の様子（23年 5 月）東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼市の避難所の様子（23年 5 月）

北小岩地区の避難所運営訓練の様子北小岩地区の避難所運営訓練の様子

みんなで守ろう（共助）みんなで守ろう（共助）自分で守ろう（自助）自分で守ろう（自助）

阪神・淡路大震災の死亡原因

生き埋めや倒壊した家屋に
閉じ込められた際の救助方法

「阪神・淡路大震災調査報告　総集編」（阪
神・淡路大震災調査報告編集委員会、
2000年）、厚生省大臣官房統計情報部「人
口動態統計からみた阪神・淡路大震災に
よる死亡の状況」（1995.12）より

　大規模な災害が発生した後、区災害対策本部の指示によ
り、区立小・中学校（106校）を避難所として開設します。
避難所では、避難者が中心となった避難所運営組織を立ち
上げ、自主運営を行うことが基本となります。
　また、各避難所は、避難所周辺の自宅や公園への避難者
を含む被災者の支援拠点として位置付け、救援物資の供給
や災害に関する情報提供などを行います。

（社）日本火災学会「兵庫県南部地震に
おける火災に関する調査報告書」より

（ 近隣の広場・
区立公園など）

自助・共助で取り組む減災自助・共助で取り組む減災震災特集
　大規模な災害発生時、特に発災直後か
ら72時間の混乱期には、自らが生き残る
ために必要なことを、自分たちで行って
いく必要があります。
　そして、自分たちで守った命をつなぐ
ために、避難所では、地域の皆さんが協
力し合って避難所運営を行っていくこと
が重要となります。
　皆さんも家庭での備えに加え、地域ぐ
るみでの災害対策を考えましょう。
問防災危機管理課計画係☎5662-1992

家具転倒防止板



危機管理室
平成25年9 月 1 2 日

地揚訓練〈避灘所週曽訓練〉実胞のお願い

各町・自治会の皆さまには、日頃から地域の防災活動を実施し、本区の防災

力向上にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

江戸川区では、このたびの地域防災計画の見直しに伴い、災害時に被災され

た方々の避難所の整備を行ってまいります。
そこで、地域の皆さまには、積極的に訓練を実施していただき、いざという

ときの対応力を身に付けていただきたいと考えています。

すでに地域において防災訓練等を実施されている町・自治会につきましては、

より一層の連携体制の強化に努めていただき、また、これまで実施されていな

い町・自治会におかれましては、これを機に、円滑な避難所運営のための訓練

を学校や区と一緒に実施していただくようお願いします。

・避難所運営訓練へのお問合せ・ご相談は

危機管理室防災危機管理課防災係

5662-2129 （直通）

または、各地域サービス係、お近くの小・中学校へご相談ください。

主な訓練内容（例〉

O 選館所温曽訓練

避難所開設後の担当（活動班）を決めておき、実地訓練の中でそれぞれ

の役割について確認し、各活動班同士の連携を深める訓練。

0 避鰻所温曽ゲーム CHUG 醐練〉

避難所で起こり得る内容を机上でカードを使用し疑似体験してもらい、

実際の避難所のイメージを共有したり、問題点を発見する訓練。

0 逓随所施股の現地砲栂

避難所に分散配備されている備蓄物品の場所や種類、受水槽の設置場

所、非常用電話機などの確認を行う訓練。

など



危機管理室
平成25 年 9 月 12 日

避難所運営訓練の進め方について

・避難所の開設から運営までのイメージ

逓雄所の開設（発災後、概ね6時間経過以降を想定）
※開庁時間は小・中学校の教職員
閉庁時間は「特別非常配備態勢Jで指示された職員

地楊住民が避灘所ヘ選雄
①教職員または区職員は、避難者を誘導
②職員は地域住民の代表者（町・自治会役員等）と協力
して避難所の運営を行う。

避雌所の運営
①避難者の把握（避難者名簿の整備）
②避難所ルールの確認、及び避難者への周知
③区災害対策本部との連絡調整等
※特別非常配備態勢時において、区職員は学校職員
の参集を確認して引継終了後、本部指令により「非
常配備態勢」に移行する。



危機管理室
平成 25 年 9 月 12 日

避難場所の追加等について

・避難場所一覧

新小岩公園・平井大橋地区
避難有効面積：154,562rrf 

船堀一丁目住宅一帯
避難有効面積：66,648rrf

都立葛西工業高校・西瑞江住宅一帯
避難有効面積：49,118rrf
ー郁追加：ひだまり公園 3,91Srrl 

行船公園・字喜田住宅一帯
避難有効面積： 59,973rrf

江戸川南部一帯
避難有効面積： l,659,015rrf

篠崎公園・江戸川緑地一帯
避難有効面積： 727,028rrf



I，避難所の開霞・運営にあたって

I 1 基本原則その 1 - 避難所に関する考え方 一 | 

韓蟻難麟鶴盤櫨襲護 。住居が被害を受け、居住の場を失った方

。ライフラインの被害により、日常生活が困難な方

〈〉避難勧告等により、緊急避難の必要がある方 など

避難所として使用する施設は、本来別の用途があります。避難者の受け入れは

一時的なものであり、「自宅へ戻ることができる方J や「仮設住宅などへ入居が

決まった方」には退所を促し、施設本来の用途の回復を目指します。

避難所での支援には限界があるため、避難者の「必要最低限の生活J のために

必要なことから優先して対応します。

できる限り普段の生活との落差を少なくするよう「配慮J は行います。

【・プライパシーへの配慮 ・高齢者、障害者、女性などへの配慮、】



I. 避難所の開設・運営にあたって
値踏a理”

~蒜五百－＝－~~難所等の施設と役害I］一 一一」

〈〉発災直後から避難できる施設

く〉開設は、教職員または避難所開設指定職員が担当

〈〉運営は、避難者による自主運営を基本とする

。教職員及び避難所開設指定職員は、運営のサポートと本部との連絡調整

。 「被災者支援拠点』として、避難所周辺の在宅被災者を含む被災者に対し、

情報の提供や救援物資の配給を行う（避難所のみ）

。避難所が使用不可や収容可能人数を超えた場合に開設（避難所を補完）

。開設は、施設職員または避難所グループ担当校の職員が担当

〈〉運営は、避難所に準ずるが、避難所担当班を設置し対応

。施設職員等は、施設管理と避難所グループ担当校との連絡調整

。この施設では、情報の提供や救援物資の配給は行われない（避難所のみ）

弘義務空f’烹禁墜さF戸補正懇窓窓E号子宮店軍部＂＇＇＂

。自主的に自宅や公園等にテントを張るなどして暮らしている状況

。区からの支援を最寄りの避難所（登録した）へ自ら受け取りに行く

。この施設の居住者は、自らが避難所へ畳録を行う



I. 選膳所の開設・運営にあたって

13 基本原則その 3 一 避難所運営のかたち 一 | 

選健所運営協議会 － 組織園〈例〉

選膳所
［避鑓所運営協構会］

選館所運営会鰻
［施設管理部I ム三； •＇ ，－ 「 f避難所運営部］

（［施ちます者~ti（器）
連絡調整要員 lr~ · ！？γ 
（教職員）

（避難所開盤

指定職員）

、



D. 遅灘所の開設
蝿醤躍撒設－二二一時一檀越境師臨時欄醐幽幽噛論細胞幽稽償援醐脳間容認福島翁制服輔厳邸調健醐融緩蜘臨暗臨醐磁器臨盟棚制限目，，＿血幽＿，曜国臨時畠醐開閉噌鶴田鵬摺調瞳掴臨鵬蹴醐雌瞳畠

｜開設フロー図｜


